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No.24 

拘禁刑の導入と集団編成の見直しについて 

 

KEYAKI 

 

 

拘禁刑創設の趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

集団編成の見直し・矯正処遇課程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑法等の一部を改正する法律により、令和７年６月１日から「拘禁刑」が導入されました。 

これまでの「懲役」と「禁錮」が廃止され、新たな刑として「拘禁刑」が導入され、個々の

受刑者の特性に応じて、改善更生・再犯防止のために必要な作業を行わせ、又は、必要な指導

を行うことが可能となりました。 

また、集団編成の見直しが行われ、「短期処遇課程」、「依存症回復処遇課程」、「高齢福祉課

程」など受刑者ごとの特性等に応じた新しい矯正処遇課程が新設されました。 

【拘禁刑】 

個々の受刑者の

特性に応じて、改

善更生・再犯防止

のために必要な作

業を行わせ、又は

必要な指導を行う

ことが可能に。 

【矯正処遇課程】 

高齢、障害等の

受刑者の特性に応

じた基本的な処遇

類型を設け、処遇

の目標、作業と指

導の組み合わせ、

処遇上配慮すべき

事項等を規定。 



    

特別調整の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東矯正管区の取組 

特別調整とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東矯正管区では、新任の社会福祉士等を対象

とした職員研修を通じて、刑事施設や少年院にお

ける高齢又は障害を有する者に対する福祉的支援

や関係機関との連携などについて、職員の理解を

促進するための取組を行っています。 

刑事施設や少年院には福祉専門官、社会福祉士

及び精神保健福祉士が配置され、高齢又は障害を

有する者への福祉的支援をはじめとした社会復帰

支援の取組を行っており、拘禁刑の導入により、今

後、さまざまな取組が推進される予定です。 

 

 

受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されていない高齢又は障害のある者等が、矯正施設出

所・出院後に、福祉サービスを円滑に利用できるようにするため、矯正施設、地方更生保護委

員会、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が連携して、矯正施設在所中から

必要な調整を行い、出所・出院後の支援につなげる取組として「特別調整」を実施しています。 

  

 

出典：令和６年版再犯防止推進白書 


